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新型コロナウイルス感染症の入院基準の変更等について 

 

平素より、県の福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大しており、病床使用率についても既に５０％

を超えて、なお上昇を続けるなど、医療体制がひっ迫しております。こうしたことから、

８月５日、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策調整本部において入院基準についての検

討が行われ、８月６日より入院基準が変更されました。これまで入院は、中等症以上の方

と症状が軽症でも基礎疾患のある方の両者を入院適応としていましたが、この変更により、

６５歳以上の基礎疾患をお持ちの方についても、軽症の場合には入院適応外となりました

ので、お知らせいたします。 

今後とも、施設において新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合の対応につ

いては、所轄の保健所の調査、検査及び入院や施設内療養等の療養先の調整にご協力いた

だきますようお願いいたします。 
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